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2025 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業に係る安全性優良事業所(Ｇマ

ーク事業所)に認定した事業所の公表等については、下記のとおり行う予定です

ので、お知らせします。 

記 
 

１．安全性優良事業所に認定した事業所の公表 

（１）公表日時 

 令和７年１２月１６日(火) 午前１１時００分頃 

 
（２）公表方法 

   安全性優良事業所に認定した事業所については、全日本トラック協会の

ホームページで「事業所名」「住所」「電話番号」を公表します。 
 
２．評価結果通知書の送付 

（１）送付日 

令和７年１２月１６日(火) 発送 

 
（２）送付方法 

   申請事業所(申請の取下げを行った事業所を除く。)に対して、評価結果通

知書を郵便の「簡易書留」にて送付します。詳細は別紙のとおりです。 
安全性優良事業所に認定された事業所については、認定証を授与します。 

  

２０２５年度 

安全性優良事業所（Ｇマーク事業所） 

認定公表等の予定について 

本件のお問い合わせ先  公益社団法人 全日本トラック協会 

適正化事業部 ☎ 03-3354-1067(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

“Ｇ”の由来は、 

Good「良い」、Glory「繁栄」の 

頭文字「Ｇ」を取ったものです。 

 

認定マーク『G マーク』 
 

長期認定事業所用『ゴールド G マーク』 
 



  別 紙  

【評価結果通知書の宛先】 

 評価結果通知書を送付する宛先は、安全性評価申請書に記載された「会社名・事業

所(営業所)名」「事業所(営業所)所在地」となります。（国土交通省に届け出ている

「会社名・事業所(営業所)名」「事業所(営業所)所在地」。なお、申請後に国土交通

省に変更届け出を行い、G マークの登録事項変更届出書を提出された場合は変更後の

宛先となります。) 

（例）安全性評価申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【送付方法】 

評価結果通知書は、着実に申請事業所の手元に届くように、対面で届け、受領印ま

たは署名をいただく郵便の「簡易書留」を利用して送付します。 

なお、昼間帯にご不在のため配達できなかった場合には、郵便受け等に不在票(郵便

物等の到着のお知らせ)が投函されて再配達を依頼できます。 

送付物の形態はＡ４サイズ相当の封書 

 

＜評価結果通知書を送付する宛先＞ 

〒１２３－４５６７ 
東京都新宿区四谷１－２－３ 
全ト協運送株式会社 新宿営業所 
代表者 様 ※個人名は印字しません。 

「Ｇマーク評価結果通知書 在中」と朱書き 

発送元は「全日本トラック協会」 

封書の窓部分には上記の 
評価結果通知書を送付する宛先 
が表示されます。 


